
 

一
頁 

○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
（

昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年 

 
月 

 

日 

総
務
大
臣 

●
● 

●
● 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
変
更
前
欄
及
び
変
更
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
変
更
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

（
別
紙
３
） 



 

変 
 

更 
 

後 

変 
 

更 
 

前 

第
１

 
基

幹
放

送
の

計
画
的
な
普
及
及
び
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
の

基
本

的
事

項
 

［
略

］
 

１
 

基
幹

放
送

を
国
民
に
最
大
限
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
指
針
 

(1
) 

国
内

放
送

の
普

及
 

ア
 

地
上

基
幹

放
送
 

地
上

基
幹

放
送
に
つ
い
て
は
、
地
上
基
幹
放
送
局
(
地

上
基

幹
放

送
を

す
る
無
線

局
を

い
う
。

)を
用

い
て

行
わ

れ
る

当
該

放
送

を
国

民
に

最
大

限
に

普
及

さ
せ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 

［
(ｱ)

～
(ｳ)

 
略
］
 

(ｴ
) 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送
 

協
会

の
放
送
に
つ
い
て
は
総
合
放
送
及
び
教
育
放

送
各

１
系

統
の

放
送

が
全

国
各

地
域

に
お
い

て

あ
ま

ね
く
受
信
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
民
間
基
幹
放
送

事
業

者
の

放
送

に
つ

い
て

は
、

全
国
各

地
域

に
お

い
て
現
に
受
信
で
き
る
系
統
数
の
総
合
放
送
が
受

信
で

き
る

こ
と

を
基

本
と

し
、

そ
の
放

送
が

当
該

地
域
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
受
信
で
き
る
こ
と
。
 

［
(ｵ)

 
略
］
 

［
イ

・
ウ
 
略
］
 

［
(2)

～
(4)

 
略
］
 

第
１

 
［

同
左

］
 

［
同

左
］
 

１
 
［
同

左
］
 

(1
) 

［
同

左
］
 

ア
 
［
同

左
］
 

   

［
(ｱ)

～
(ｳ)

 
同

左
］
 

(ｴ
) 

テ
レ

ビ
ジ

ョ
ン

放
送
 

協
会

の
放

送
に
つ
い
て
は
総
合
放
送
及
び
教
育
放
送
各
１
系
統
の
放
送
並
び
に
民
間
基
幹
放
送
事

業
者

の
放

送
に

つ
い
て
は
総
合
放
送
４
系
統
の
放
送
が
、
全
国
各
地
域
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
受
信
で

き
る

こ
と

。
た

だ
し
、
全
国
の
主
要
地
域
に
お
い
て
行
う
民
間
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
に
つ
い
て

は
、

５
系

統
以

上
の

放
送
が
各
主
要
地
域
に
お
い
て
あ
ま
ね
く
受
信
で
き
る
こ
と
。
 

［
(ｵ)

 
同

左
］
 

［
イ

・
ウ
 
同

左
］
 

［
(2)

～
(4)

 
同

左
］
 

［
２

 
略

］
 

［
２

 
同

左
］
 

３
 

そ
の

他
基

幹
放
送
の
計
画
的
な
普
及
及
び
健
全
な
発
達
を
図

る
た

め
の

基
本

的
事
項
 

［
(1)

 
略

］
 

(2
) 

地
上

基
幹
放
送
（
全
国
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
民

間
基

幹
放

送
事

業
者

に
つ

い
て
は

、
(
1)
を
持

続

的
に

達
成

す
る

た
め
、
そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
と
と

も
に

、
自
ら

が
制
作

す
る

放
送
番

組
を

有
す

る
よ

う
に

努
め

る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
放
送
番
組
そ
の
他
の

情
報

を
積
極

的
に
配

信
す

る
な
ど

当
該

地
上

基
幹

放
送

の
価

値
の
向
上
に
資
す
る
多
様
な
取
組
を
行
う
よ

う
に

努
め

る
こ

と
。

 

(3
) 

［
略

］
 

３
 
［
同

左
］
 

［
(1)

 
同

左
］
 

［
新

設
］
 

   

(2
) 

［
同

左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 


